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支援事業

◎ こ の事業は、勉学意欲がありなが ら経済的理由により修学が困難な高校生等
に対 し、修学資金の貸与 (貸付)等 を行 うことにより、教育の機会均等を図 り、

もつて社会の発展に寄与する人材の育成に資することを目的としています。

◎ こ の案内を読んでいただき、貸与を希望される場合は、「手引き」を在学 し

ている学校か ら受け取 り、申請書類を在学 している学校へ提出 して ください。

◎ 貸 与 (貸付)を 受けた修学資金は、貸与終了後、返還 しなければな りません。

修学資金の貸与を希望される方は、この ことを十分理解の うえ、申請 して く

ださい。

【申請資料の請求 ・提出先】 在学している学校

京      都      府
京 都 府 教 育 委 員 会

【 問 い合わせ先 】

〒602…8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府教育庁指導部高校教育課  075-414-5856
京 都 府 文 化 環 境 部 文 教 課  075-414-4518

◎ 京 都府教育委員会のホームページでもお知らせしています。
http://-7.kyoto…bc.nc.jp/koulcyoプindcx.htl■l



【 制 度 概 要 】

対象者 1,1 度 内  容
(ア貸与者 イ 金額)

申 請 締 切 日
(学校へ提出)

平成20年度

新 入  生

月

額

①
高等学校等修学
金貸与制度
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国公立 月18,000円以内
私 立 月30,000円以内

※所得要件等あり
〈めやす〉
4人 世帯で年収約472万円以下
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(年 層馨
中に申請を希望

)

※申請 日の翌月分から貸与

②
修学支援特別融
資利子補給制度

ア 金融機関
イ 融資限度額

国公立  648,000円
私 立 1,080,000円

※①の所得基準を超える者で旧日
本育英会所得基準以内の者 (た
だし、高等専門学校入学者は対
象 となりません。)

〈めやす〉
①<② 該当者≦約800万円
。募集人員 180人 程度

平成20年5月 15日 (木)
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③
高
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ア 京都府
イ 貸与額 (定額)

国公立 50,000円

私 立 250,000円
※所得要件等あ り

①の貸与を受ける者で主たる生
計維持者の年収が150万円未満
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―④
修学支度金特別
融資利子補給制
度

ア 金融機関
イ 融資額 (定額)

国公立  50,000円

私 立  250,000円
※所得要件等あ り

①の貸与を受ける者で主たる生
計維持者の年収が150万円以上

平成18・19年度入学生
「高等学校等修学金貸与制度」

申請締切 日 :随時 ※ 申請 日の翌月分から貸与
又 は

「修学支援特別融資利子補給制度」の分割融資 コース

申請締切 日 :平 成20年 5月 15日 (木)(た だ し、高等専 門
学校在学者 は対象 とな りません。)

のいずれかを申請することができます。
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平成17年度入学生
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①平成16年度以前入学生
(ただし、特別支援学校高等

部及び専修学校高等課程在学
者は対象 となりません。)

修学資金の業務を行 うために、必要な場合は、御本人に直接又は官公署、学校へ住所や在
籍状況、申請の内容等について調査を行 う場合があります。


